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「輸出許可・役務取引許可申請書に伴う添付書類等について（お知らせ）」（平成６年３月
２５日付け）の一部を下記のように改正し、平成１４年４月１日から実施する。

記

１の（５）の②の文中「「輸出貿易管理令別表第３の２の規定に基づき、経済産業大臣が告

示で定める貨物を定める件」（平成１２年通商産業省告示第９２２号）」を「「輸出貿易管理
令別表第３の規定により経済産業大臣が定める貨物」（平成１３年経済産業省告示第７５８号

）」に改める。

１の（７）を次のように改める。

（７） 輸出令別表第１の１６の項の中欄に掲げる貨物の輸出又は外為令別表の１６の項の
中欄に掲げる技術の提供を目的とする取引の場合であって、次に掲げる場合に該当す

るとき。

イ 輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令（平成
１３年経済産業省令第２４９号。以下「省令」という。）又は貿易関係貿易外取引等に関

する省令第９条第１項第４号イの規定により経済産業大臣が告示で定める提供しようとす

る技術が核兵器等の開発等のために利用されるおそれがある場合（平成１３年経済産業省
告示第７５９号。以下「告示」という。）の規定に該当するとき。

（ａ）添付書類等は、次の表に従い作成してください。

添 付 書 類

① 貨物・技術の概要及び特性（様式１参照）

② カタログ又は仕様書等の技術資料

省令又は告示の規定（省令又は告示の第２号又は第３号にあっては、本則に限る。

）に該当することを示すすべての文書等

契約書の場合a
省令又は告示の規定に該当する箇所の写し

輸出者又は取引を行おうとする者が入手した文書又は図画の場合b

当該文書又は図画の名称、入手時期、入手先、入手経緯及び省令又は告示の規③
定に該当する内容を記載した説明書並びに規定に該当する箇所の写し

輸出者又は取引を行おうとする者が入手した電磁的記録の場合c

当該電磁的記録の種類、入手時期、入手先、入手経緯及び省令又は告示の規定
に該当する内容を記載した説明書並びに規定に該当する箇所の写し（当該電磁的

記録を印刷できる場合は印刷したものも併せて添付すること）

輸入者等又は相手方等から受けた連絡の場合d

当該連絡の方法、受けた時期、連絡者、受けた経緯及び省令又は告示の規定に
（様式３参照）該当する内容を記載した説明書

④ 当該貨物又は当該技術の最終用途を示す文書等

⑤ 省令第２号又は第３号に規定する「当該貨物が核兵器等の開発等及び別表に掲げる行
為以外のために用いられることが明らかなとき」又は、告示第２号又は第３号に規定



する「当該技術が核兵器等の開発等及び輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いら
れるおそれがある場合を定める省令別表に掲げる行為以外のために利用されることが

明らかなとき」に該当しないことの検討結果（なお、省令又は告示の第２号又は第３

号の本則以外の部分を以下「明らか要件」という。）

⑥ 大量破壊兵器通達の別記３の２に従った書類及び別記４の５の誓約書

以上の書類を１通作成してください。ただし、告示又は省令の規定のうち、当該技術又

は当該貨物が核兵器等の開発等のために利用される又は用いられる場合に該当するときは

、⑥の書類のうち別記４の５の誓約書は原則として除きます。
（ｂ）貨物又は技術が複数にわたる場合には、（ａ）の②についてそれぞれの貨物又は技術ご

とに作成してください。

（ｃ）当該役務取引許可申請において、輸出許可申請済又は同時に申請する場合の添付書類が
同じ書類であれば添付することを省略できますので、役務取引許可申請における申請理由

書に当該輸出許可申請において提出した旨を記載してください（なお、先に役務取引許可

申請がなされている場合は、同様に添付することが省略できますので輸出許可申請におけ
る申請理由書に役務取引許可申請において提出した旨を記載してください。）。

（ｄ）必要に応じて指定した書類以外の書類等の提出をお願いすることがあります。

（ｅ）なお、「明らか要件」の判断に関しては、経済産業省より「ガイドライン」（「輸出貨
物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令第２号及び第３

号又は貿易関係貿易外取引等に関する省令第９条第１項第４号イの規定により経済産業大
臣が告示で定める提供しようとする技術が核兵器等の開発等のために利用されるおそれが

ある場合第２号及び第３号に定める「明らかなとき」を判断するためのガイドラインにつ

いて」）を出しておりますので、これを用いられることを推奨します。

ロ 輸出令第４条第１項第３号ロ又は貿易関係貿易外取引等に関する省令（平成１０年通商

産業省令第８号。以下「貿易外省令」という。）第９条第１項第４号ロの規定に基づく経
済産業大臣からの通知を受けたとき。

（ａ） 原則としてイの（ａ）の①、②、④及び⑥（誓約書を除く。）の書類を作成するとと

もに、当該通知文書（原本）を併せて提出してください。
なお、当該通知文書については、内容確認後返却します。

（ｂ）その他、イの(b)から(d)までの扱いについては同様とします。

様式２の次に次のように様式３を加える。

様式３

連絡を受けた概要

１．申請者（氏名又は名称）
印

２．連絡を受けた日

３．当該連絡の方法

４．連絡をしてきた者（複数であったり、介在者がいる場合には全て記述のこと）

（１）氏名
（２）所属

（３）役職

５．連絡を受けた者

（１）氏名

（２）所属
（３）役職



６．連絡を受けた経緯

７．連絡内容を以下に具体的に記入して下さい


